
－105－ 

議案第９５号 

 

   訴訟上の和解について 

 

 横浜地方裁判所川崎支部平成１８年（ワ）第８０号損害賠償（一般）請求事

件について、次のとおり和解したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号

の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２０年 ６ 月 ２ 日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

１ 事件名 横浜地方裁判所川崎支部平成１８年（ワ）第８０号損害賠償（一

般）請求事件 

２ 当事者 原告 川 崎 市 

      被告 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

３ 和解内容 

⑴ 被告＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（以下「被告」という。）は、原告に

対し、本件の解決金として、５，７１０，２８０円の支払義務があること

を認める。 

⑵ 被告は、原告に対し、前項記載の金員を本和解成立日から１箇月以内に、

原告指定の方法により支払う。 

⑶ 原告は、被告に対するその余の請求を放棄する。 

⑷ 原告及び被告は、本件に関し、原告と被告の間には、本和解条項に定め

るもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

⑸ 訴訟費用は、各自の負担とする。 
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４ 和解理由 

  本事件は、原告である本市が、被告ほか７社に対し提起した損害賠償請求

訴訟であるが、被告から和解の申出があり、この和解により一定の損害の回

復を図ることができることを勘案し、和解しようとするものである。 

 

 

参考資料 

 

   事 件 の 概 要 

 

１ 本市は、平成１２年４月６日から平成１４年６月６日までの間に執行した

水道メーターの購入及び修理の契約に関する指名競争入札について談合の存

在を認め、平成１８年２月８日、横浜地方裁判所川崎支部に被告ほか７社に

対し損害賠償を求める訴訟を提起した。 

２ 本事件は、係属して以来、１０数回に及ぶ口頭弁論等を経ているが、被告

から他の地方公共団体と被告との談合に係る訴訟において既に成立している

和解と同様の内容による和解の申出があった。 


